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平成 27 年(2015 年)6 月 29 日 
政 策 会 議 資 料 
こども部こども育成室保育幼稚園課 

 

公立幼稚園の幼稚園型認定こども園への移行及び 

吹田市立教育・保育施設条例の制定について 

 

１ 趣旨 

公立幼稚園については、これまで４歳～５歳児を対象として教育を実施してきた

ところですが、３歳児の待機児童対策として既存の施設を活用し、保育を必要とす

る児童を含む３歳以上の児童を対象とする幼稚園型認定こども園へ移行するもの

です。また、吹田市立認定こども園の設置に伴い、幼稚園及び保育所を含めた教育・

保育施設の設置・管理を定める条例を制定するものです。 

 

２ 背景 

本市では、平成２４年度に吹田市就学前の子どもの教育・保育に関する将来ビジ

ョンを策定し、公立の幼稚園と保育所の再編による幼保一体化を進めていく方向性

を示しました。 

その後、政策調整検討会議において、幼児期の学校教育・保育と地域の子育て支

援の量の拡充や質の向上を目的とした、国の子ども・子育て支援新制度(以下、「新

制度」)による状況の変化も見極める必要があるとされ、公立幼稚園の今後の方向

性については改めて決定していくこととしました。 

本市では、平成２７年度からの新制度開始にあわせ、平成２７年３月、ニーズ調

査に基づき保育の量的拡大・確保等を目的に吹田市子ども・子育て支援事業計画を

策定し、具体的な保育の量の確保方策を示しました。 

今後は、新制度のもと開始した０～２歳児を対象とする小規模保育事業を終了し

た児童の保育需要の増加が見込まれます。また、現時点では、私立幼稚園の認定こ

ども園への移行園数が計画に示した目標値に満たないため、公立幼稚園の認定こど

も園への移行を先行して検討していくこととします。 

 

３ 幼稚園型認定こども園への移行対象園 

（１）移行対象園の選定 

子ども・子育て支援事業計画では、平成２９年度までに１７か所の幼稚園が認

定こども園へ移行することで教育・保育の提供量を確保することとしています。

しかし、本市だけでなく全国的に私立幼稚園の認定こども園への移行が進んでい

ないことから、目標値の半数程度については、公立幼稚園を認定こども園へ移行

し、充足させていく必要があります。 

認定こども園への移行予定園の選定については、各地域の保育ニーズに加え、

偏った配置とならないよう地域バランスを考える必要があります。さらに、各園

の保育室の保有数と設置場所等の条件について勘案の上、選定します。 

資料 ２ 
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以上のことから、３歳児保育を行うことができると判断した下記の８園を幼稚

園型認定こども園施設として選定しました。 

 

対象幼稚園 

吹田第一幼稚園 岸部第一幼稚園 豊津第一幼稚園 吹田南幼稚園 

千里第二幼稚園 山田第一幼稚園 山田第三幼稚園 佐竹台幼稚園 

 

（２）移行年次 

移行年次の検討については、施設改修の工事期間や併設の小学校との調整期間

などを考慮し、佐竹台幼稚園の移行年次については平成２８年度移行予定とし、

その他の園につきましては、平成２９年度以降順次移行と考えています。 

 

４ 給食の提供 

認定こども園では、保育を必要とする児童も対象とすることから、給食の提供が

必要となるため、給食提供用設備の整備が必要となります。 

（１）給食提供方法 

クックチル方式により提供。 
※工場での調理加熱後、急速冷却することにより、食中毒の危険性を減らし、一定期間の保存
に耐えられるようにした食材を施設に搬送し、施設内で再加熱調理したうえで提供する方法。 

（２）実施方法 

業務委託により実施。 

 

５ 吹田市立教育・保育施設条例の制定 

新制度において、認定こども園、幼稚園及び保育所は、子どもの年齢や親の就労

状況などに応じた多様な支援を行うことができるよう、教育・保育施設という同種

の施設として位置付けられました。これに伴い、吹田市立の認定こども園、幼稚園

及び保育所についても、教育・保育施設として一元的に管理することが望ましいと

判断し、吹田市立の教育・保育施設の設置・管理について定める条例を制定するも

のです。 

 

６ 今後の予定 

（１）本年７月定例会 

ア  （仮称）吹田市立教育・保育施設条例の制定を提案 

イ  佐竹台幼稚園の施設改修工事費等を計上 

（２）本年１０月初旬 

ア  園児募集（２週間程度） 

イ  佐竹台幼稚園施設改修工事着手（平成２８年３月まで） 

（３）平成２８年４月１日 

佐竹台幼稚園を幼稚園型認定こども園として開園
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吹田市立教育・保育施設条例（案）  

 

（趣旨）  

第１条 この条例は、子ども・子育て支援法（平成２４年法律第６５号）第７条第４項に規

定する教育・保育施設の設置等に関し必要な事項を定めるものとする。  

 

（幼稚園型認定こども園の設置）  

第２条 認定こども園の認定（就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進

に関する法律（平成１８年法律第７７号）第３条第１項の認定をいう。以下同じ。）を受

けた幼稚園（以下「幼稚園型認定こども園」という。）として、吹田市立認定こども園佐

竹台幼稚園を吹田市佐竹台５丁目１２番１号に設置する。  

 

（幼稚園の設置）  

第３条 認定こども園の認定を受けない幼稚園（以下「幼稚園」という。）として、次の幼

稚園を設置する。  

⑴ 吹田市立吹田第一幼稚園 吹田市元町３０番４４号  

⑵ 吹田市立吹田第三幼稚園 吹田市高城町１８番３９号  

⑶ 吹田市立吹田南幼稚園 吹田市南吹田５丁目１２番２号  

⑷ 吹田市立千里第二幼稚園 吹田市千里山松が丘２５番１号  

⑸ 吹田市立千里新田幼稚園 吹田市春日４丁目１０番１号  

⑹ 吹田市立東佐井寺幼稚園 吹田市五月が丘西４番１号  

⑺ 吹田市立岸部第一幼稚園 吹田市岸部中２丁目１９番１号  

⑻ 吹田市立豊津第一幼稚園 吹田市江坂町１丁目１５番４２号  

⑼ 吹田市立江坂大池幼稚園 吹田市江坂町３丁目１３番１号  

⑽ 吹田市立片山幼稚園 吹田市朝日が丘町１６番１号  

⑾ 吹田市立山田第一幼稚園 吹田市山田東２丁目３３番３号  

⑿ 吹田市立山田第三幼稚園 吹田市山田西１丁目４番１号  

⒀ 吹田市立東山田幼稚園 吹田市青葉丘南１５番１０号  

⒁ 吹田市立南山田幼稚園 吹田市千里丘西９番１号  

⒂ 吹田市立古江台幼稚園 吹田市古江台２丁目１１番４号  

 

（保育所の設置）  

第４条 認定こども園の認定を受けない保育所（以下「保育所」という。）として、次の保

育園を設置する。  

⑴ 吹田市立吹田保育園 吹田市昭和町２４番１号  

⑵ 吹田市立山田保育園 吹田市山田市場１９番９号  

⑶ 吹田市立いずみ保育園 吹田市泉町２丁目１１番４３号  

⑷ 吹田市立北千里保育園 吹田市古江台３丁目９番２号  
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⑸ 吹田市立南千里保育園 吹田市桃山台１丁目４番１号  

⑹ 吹田市立ことぶき保育園 吹田市岸部中２丁目２番１号  

⑺ 吹田市立岸部保育園 吹田市岸部北２丁目２番２号  

⑻ 吹田市立千里山保育園 吹田市千里山東２丁目１９番２２号  

⑼ 吹田市立東保育園 吹田市南正雀４丁目１番１号  

⑽ 吹田市立藤白台保育園 吹田市藤白台４丁目８番１号  

⑾ 吹田市立垂水保育園 吹田市垂水町１丁目６番９号  

⑿ 吹田市立吹一保育園 吹田市内本町１丁目２３番２８号  

⒀ 吹田市立南保育園 吹田市穂波町１５番３０号  

⒁ 吹田市立吹六保育園 吹田市南清和園町４０番３１号  

⒂ 吹田市立片山保育園 吹田市出口町３２番１号  

⒃ 吹田市立千三保育園 吹田市千里山西１丁目１２番１号  

⒄ 吹田市立西山田保育園 吹田市山田西２丁目１４番１号  

⒅ 吹田市立山三保育園 吹田市山田西１丁目２７番１５号  

 

（幼稚園型認定こども園の定員）  

第５条 認定こども園佐竹台幼稚園の定員は、８５人とする。  

 

（幼稚園の定員）  

第６条 各幼稚園の定員は、１００人とする。ただし、古江台幼稚園の定員は、１３０

人とする。  

 

（保育所の定員）  

第７条 保育所の定員は、次のとおりとする。  

⑴ 吹田保育園 １２０人  

⑵ 山田保育園 １１１人  

⑶ いずみ保育園 １２０人  

⑷ 北千里保育園 １２０人  

⑸ 南千里保育園 １４２人  

⑹ ことぶき保育園 １０５人  

⑺ 岸部保育園 １１２人  

⑻ 千里山保育園 １００人  

⑼ 東保育園 １１２人  

⑽ 藤白台保育園 １４２人  

⑾ 垂水保育園 １１２人  

⑿ 吹一保育園 １１２人  

⒀ 南保育園 １１２人  

⒁ 吹六保育園 １１２人  
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⒂ 片山保育園 １２０人  

⒃ 千三保育園 １２０人  

⒄ 西山田保育園 １２０人  

⒅ 山三保育園 １２０人  

２ 市長は、保育所における保育を緊急に必要とする児童がある場合その他のやむを得ない

事情がある場合においては、定員を超えて入所させることができる。  

 

（幼稚園型認定こども園及び幼稚園の保育料）  

第８条 幼稚園型認定こども園又は幼稚園を利用する児童の保護者は、子ども・子育て支援

法第２７条第３項第１号又は第２８条第２項第１号若しくは第３号の規定により内閣総理

大臣が定める基準により算定した費用の額の範囲内の保育料を納付しなければならない。  

２ 前項の規定による保育料のほか、幼稚園型認定こども園において次の各号に掲げる時間

帯の保育を受ける児童の保護者は、当該各号に掲げるそれぞれの時間帯について、１回に

つき200円（あらかじめ１月を通じて当該保育を受けることを認められた場合は、１月に

つき2,600円）を超えない範囲内において教育委員会規則で定める額の保育料を納付しなけ

ればならない。  

⑴ 午前８時から午前９時まで  

⑵ 午後５時から午後６時まで  

３ 前項の規定にかかわらず、同項の規定による保育料の額の合計額は、当該児童に係る利

用者負担額（子ども・子育て支援法第２７条第３項第２号又は第２８条第２項第１号の規

定により当該世帯の所得の状況その他の事情を勘案して市長が定める額をいう。以下同

じ。）と当該児童が保育所において午前７時３０分から午後６時３０分までの時間帯の保

育を受けた場合の利用者負担額との差額に相当する額を限度とする。  

４ 幼稚園型認定こども園及び幼稚園の保育料は、教育委員会が特別の理由があると認める

ときは、減額し、又は免除することができる。  

 

（保育所の保育料）  

第９条 保育所を利用する児童の保護者は、子ども・子育て支援法第２７条第３項第１号又

は第２８条第２項第１号若しくは第２号の規定により内閣総理大臣が定める基準により算

定した費用の額の範囲内の保育料を納付しなければならない。  

２ 前項の規定による保育料のほか、次の各号に掲げる時間帯の保育を受ける児童の保護者

は、当該各号に掲げるそれぞれの時間帯について、１回につき200円（あらかじめ１月を

通じて当該保育を受けることを認められた場合は、１月につき2,600円）を超えない範囲内

において規則で定める額の保育料を納付しなければならない。  

⑴ 午前７時から午前７時３０分まで  

⑵ 午前７時３０分から午前９時まで  

⑶ 午後５時から午後６時３０分まで  

⑷ 午後６時３０分から午後７時まで  
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３ 前項の規定にかかわらず、同項第２号に掲げる時間帯に係る保育料及び同項第３号に掲

げる時間帯に係る保育料の額の合計額は、当該児童に係る利用者負担額と当該児童が午前

７時３０分から午後６時３０分までの時間帯の保育を受けた場合の利用者負担額との差額

に相当する額を限度とする。  

４ 保育所の保育料は、市長が特別の理由があると認めるときは、減額し、又は免除するこ

とができる。  

 

（給食を受ける場合の費用負担）  

第１０条 給食を受ける３歳以上の児童の保護者は、保育料のほか、当該給食の実施に要す

る費用として規則又は教育委員会規則で定める額を負担しなければならない。  

 

（委任）  

第１１条 保育所の管理運営に関し必要な事項は、市長が定める。  

２ 幼稚園型認定こども園及び幼稚園の管理運営に関し必要な事項は、教育委員会が定める。 

 

附 則  

（施行期日）  

１ この条例は、平成２８年４月１日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当

該各号に定める日から施行する。  

⑴ 附則第５項中吹田市立学校条例（昭和３９年吹田市条例第２号）第３条第２８号の改

正規定 公布の日  

⑵ 附則第５項中吹田市立学校条例附則の改正規定 平成２７年９月１日  

 

（古江台幼稚園の位置及び定員の特例）  

２ 古江台幼稚園の位置及び定員は、当分の間、第３条第１５号及び第６条ただし書の規定

にかかわらず、位置は吹田市古江台５丁目６番１号と、定員は６５人とする。  

 

（幼稚園型認定こども園及び幼稚園の保育料の特例）  

３ 子ども・子育て支援法附則第９条第１項の施設型給付費等の支給の基準に関する経過措

置の規定の適用を受ける間においては、幼稚園型認定こども園又は幼稚園を利用する児童

（同項の規定の適用を受ける児童に限る。）の保護者が納付しなければならない保育料の

額は、第８条第１項の規定にかかわらず、同法附則第９条第１項第１号イの規定により内

閣総理大臣が定める基準により算定した額及び同号ロの規定により市長が定める額の合計

額、同項第２号イ⑴の規定により内閣総理大臣が定める基準により算定した額及び同号イ

⑵の規定により市長が定める額の合計額又は同法第２８条第２項第３号の規定により内閣

総理大臣が定める基準により算定した費用の額の範囲内の額とする。  

 

（吹田市立幼稚園保育料条例及び吹田市立保育所条例の廃止）  
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４ 次に掲げる条例は、廃止する。  

⑴ 吹田市立幼稚園保育料条例（昭和２５年吹田市条例第１１０号）  

⑵ 吹田市立保育所条例（昭和６２年吹田市条例第１７号）  

（吹田市立学校条例の一部改正）  

５ －－－－－－－－略－－－－－－－－  

６ －－－－－－－－略－－－－－－－－  

（吹田市学校小口支払基金条例の一部改正）  

７ －－－－－－－－略－－－－－－－－  
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附則第５項関係 

吹田市立学校条例現行・改正案対照表 

    は改正箇所 

現            行 改     正     案 

 

（小学校の設置） 

第３条 吹田市立小学校を次のとおり設置する。 

⑴  

        －－－－－－－－略－－－－－－－－ 

(27)  

(28) 吹田市立千里丘北小学校 吹田市千里丘北２９７番１０及び３１２番１ 

(29) 

        －－－－－－－－略－－－－－－－－ 

(36)  

  

附 則 

この条例は、昭和３９年４月１日から施行する。 

 

 

（小学校の設置） 

第３条 吹田市立小学校を次のとおり設置する。 

⑴  

        －－－－－－－－略－－－－－－－－ 

(27)  

(28) 吹田市立千里丘北小学校 吹田市千里丘北１番３０号 

(29) 

        －－－－－－－－略－－－－－－－－ 

(36)  

  

附 則 

（施行期日） 

１ この条例は、昭和３９年４月１日から施行する。 

（古江台幼稚園の位置の特例） 

２ 古江台幼稚園の位置は、当分の間、第２条第１６号の規定にかかわらず、吹

田市古江台５丁目６番１号とする。 

 

～ 

～ 

～ 

～ 
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附則第６項関係 

吹田市立学校条例現行・改正案対照表 

    は改正箇所 

現      行  （附則第５項による改正後） 改     正     案 

 

（目的） 

第１条 この条例は、地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第２４４条の２第

１項の規定に基づき、吹田市立幼稚園、小学校及び中学校の設置及び管理につ

いて定めることを目的とする。 

（幼稚園の設置） 

第２条 吹田市立幼稚園を次のとおり設置する。 

⑴ 吹田市立吹田第一幼稚園 吹田市元町３０番４４号 

⑵ 吹田市立吹田第三幼稚園 吹田市高城町１８番３９号 

⑶ 吹田市立吹田南幼稚園 吹田市南吹田５丁目１２番２号 

⑷ 吹田市立千里第二幼稚園 吹田市千里山松が丘２５番１号 

⑸ 吹田市立千里新田幼稚園 吹田市春日４丁目１０番１号 

⑹ 吹田市立東佐井寺幼稚園 吹田市五月が丘西４番１号 

⑺ 吹田市立岸部第一幼稚園 吹田市岸部中２丁目１９番１号 

⑻ 吹田市立豊津第一幼稚園 吹田市江坂町１丁目１５番４２号 

⑼ 吹田市立江坂大池幼稚園 吹田市江坂町３丁目１３番１号 

⑽ 吹田市立片山幼稚園 吹田市朝日が丘町１６番１号 

⑾ 吹田市立山田第一幼稚園 吹田市山田東２丁目３３番３号 

⑿ 吹田市立山田第三幼稚園 吹田市山田西１丁目４番１号 

⒀ 吹田市立東山田幼稚園 吹田市青葉丘南１５番１０号 

⒁ 吹田市立南山田幼稚園 吹田市千里丘西９番１号 

⒂ 吹田市立佐竹台幼稚園 吹田市佐竹台５丁目１２番１号 

⒃ 吹田市立古江台幼稚園 吹田市古江台２丁目１１番４号 

（小学校の設置） 

第３条        －－－－－－－－略－－－－－－－－ 

 

 

（目的） 

第１条 この条例は、地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第２４４条の２第

１項の規定に基づき、吹田市立の小学校及び中学校の設置及び管理について定

めることを目的とする。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（小学校の設置） 

第２条        －－－－－－－－略－－－－－－－－ 
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    は改正箇所 

現      行  （附則第５項による改正後） 改     正     案 

 

（中学校の設置） 

第４条        －－－－－－－－略－－－－－－－－ 

（学校の管理） 

第５条 前３条に規定する学校は、法令の規定に基づき吹田市教育委員会が管理

する。 

 

附 則 

（施行期日） 

１ この条例は、昭和３９年４月１日から施行する。 

（古江台幼稚園の位置の特例） 

２ 古江台幼稚園の位置は、当分の間、第２条第１６号の規定にかかわらず、吹

田市古江台５丁目６番１号とする。 

 

 

（中学校の設置） 

第３条        －－－－－－－－略－－－－－－－－ 

（学校の管理） 

第４条 前２条に規定する学校は、法令の規定に基づき教育委員会が管理する。 

 

 

附 則 

この条例は、昭和３９年４月１日から施行する。 
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附則第７項関係 

吹田市学校小口支払基金条例現行・改正案対照表 

    は改正箇所 

現            行 改     正     案 

 

（設置） 

第１条 学校（吹田市立学校条例（昭和３９年吹田市条例第２号）第３条に規定

する小学校及び第４条に規定する中学校をいう。）において急を要する小口の

物品購入代金その他少額の経費の支払いを円滑に行なうため、学校小口支払基

金（以下「基金」という。）を設置する。 

 

 

（設置） 

第１条 学校（吹田市立学校条例（昭和３９年吹田市条例第２号）第２条に規定

する小学校及び第３条に規定する中学校をいう。）において急を要する小口の

物品購入代金その他少額の経費の支払を円滑に行うため、学校小口支払基金（以

下「基金」という。）を設置する。 

 

  


